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ライトライン西側延伸を見据えたセンターコアの

あり方について

                    出典：ライトライン公式ポータルサイトからイラスト引用

Ⅰ 委員会の活動経過

１ 第１回正副委員長会議（令和５（2023）年２月２７日）

(1) 内 容

ア まちづくり委員会の検討事項について

イ まちづくり委員会の今後の進め方について

   ⇒ 当委員会の調査・研究テーマについては、前委員会から「ＬＲＴ西側延伸の

    早期実現」と「歩いて愉しい街宇都宮の実現」に向けた提案・要望がなされた

ことを踏まえ、ＬＲＴ西側延伸を見据えたセンターコア（東武宇都宮駅、オリ

オン通り、二荒山神社周辺の中央都市核）の現状と方向性を軸として検討する

こととした。

(2) 出席者 ２人

２ 第１回委員会（令和５（2023）年３月１３日）

(1) 内 容

ア 前まちづくり委員会の活動内容の報告について

イ 調査・研究事項について

ウ まちづくり委員会の今後の進め方について

⇒ 前委員会の活動報告について事務局から説明がなされた後、当委員会の調査

・研究テーマについて、各委員から積極的な発言がなされた。当委員会では、

ＬＲＴの西側延伸を見据えたセンターコアについて調査・研究することとし、

正副委員長に一任された。

(2) 出席者 １９人
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３ 第２回正副委員長会議（令和５（2023）年５月２６日）

(1) 内 容

ア 令和５年度まちづくり委員会活動計画（案）について

イ まちづくり委員会の今後の進め方について

   ⇒ 事務局から第１回委員会で発言のあった調査・研究テーマの内容についての

説明を踏まえ、当委員会の調査・研究テーマについては、「ＬＲＴの西側延伸を

見据えたセンターコアのあり方」について検討することとし、３年間で１つの

調査・研究テーマに絞り込まず、その都度必要に応じて検討していくこととした。

(2) 出席者 ２人

４ 第２回委員会（令和５（2023）年７月３日）

  (1) 内 容

ア 説 明

(ｱ) 内 容 「（仮称）都心部まちづくりプラン」中間取りまとめと都心部にお

    ける拠点形成に向けた施策展開について

(ｲ) 説明者 宇都宮市都市整備部 NCC 推進課 都市拠点グループ

主事 伊澤 央奈 氏

イ 協議事項

    令和５年度委員会活動計画（案）について

⇒ 説明後に、「（仮称）都心部まちづくりプラン」の具体的な３施策（附置義務駐

車場の設置基準の緩和・見直し、優良建築物等整備事業、多様な都市機能の誘致

強化に向けたテナント立地）及びＬＲＴ西側延伸等について建設的な意見交換が

行われた。

(2) 出席者 ２０人

５ 第３回委員会（令和５（2023）年１０月２０日）

(1) 内 容

ア 説明会

(ｱ) 内 容 オリオン通りの現状と課題について

(ｲ) 説明者 オリオン通り曲師町商業協同組合    理事長 長谷川 正 氏

          宇都宮オリオン通り商店街振興組合 理事長 長島 俊夫 氏

イ 見学会（オリオン通りの見学）

⇒ 両理事長からオリオン通りの現状と課題についての説明後に意見交換が行わ

れた。その後、オリオン通りを見学し、実情把握に努めた。

(2) 出席者 １７人（説明会）、１５人（見学会）

６ 第４回委員会（令和６（2024）年３月２７日）

  (1) 内 容

ア 説 明

(ｱ) テーマ オリオン通りに出店を決めたポイントやＬＲＴ西側延伸を見据え

     た中心市街地に今必要なこと等について

(ｲ) 説明者 ㈱ＭＵＧＥＮ（Patisserie Infini） 代表取締役 久保 真也 氏

イ その他

⇒ 説明後に、ＬＲＴ西側延伸を見据えた中心市街地の活性化のため、若者をはじ

めとした多くの人が行き来する賑わいを創出するため、若手経営者が中心市街地
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に出店できる環境づくり等について、活発な意見交換がなされた。

(2) 出席者 １３人

７ 第３回正副委員長会議（令和６（2024）年５月２８日）

(1) 内 容

ア 令和６年度まちづくり委員会活動計画（案）について

イ まちづくり委員会の今後の進め方について

   ⇒ 事務局から、これまでの委員会活動についての振返りを含む説明後に、令和

６年度については、宇都宮市の最新情報を交えながら進めていくことの確認が

なされた。

(2) 出席者 ２人

８ 第５回委員会（令和６（2024）年７月２日）

  (1) 内 容

ア 説 明

(ｱ) 内 容 「（仮称）ライトライン駅西側延伸の検討状況」と「都心部まち

づくりにおけるＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の取組」について

(ｲ) 説明者 宇都宮市建設部 LRT 整備課 整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ 係長 相澤秀紀 氏

      宇都宮市都市整備部 市街地整備課 係長 安田 敬弘 氏

(ｳ) 内 容 ライトライン開通に伴う影響について（委員からの報告）

イ 協議事項

  令和６年度委員会活動計画（案）について

⇒ 説明後に、２０３０年代前半の開業を目指して各種検討が進められているライ

トライン西側延伸の最新状況等について建設的な意見交換が行われた。また、

ＬＲＴ開業に伴う自店での影響等について委員から報告を受けた。

(2) 出席者 ２３人

９ 第６回委員会（令和６（2024）年１０月３０日）

(1) 内 容

ア 説明会

(ｱ) 内 容 （一社）前橋デザインコミッションが行った市街地整備事業の

      実情について

(ｲ) 説明者 （一社）前橋デザインコミッション

事務局長・企画局長 日下田 伸 氏

⇒ 説明後に、「宇都宮のまちづくり」について意見をいただきながら、宇都宮

のまちをより良くするために何ができるのかについて意見交換が行われた。

(2) 出席者 １７人

10 第４回正副委員長会議（令和７（2025）年６月２３日）

(1) 内 容

ア まちづくり委員会 活動報告書（素案）について

イ まちづくり委員会の今後の進め方について

⇒ 第１回から第６回までの当委員会での発言内容を取りまとめた活動報告書

（素案）について、事務局から説明がなされた後、今後の進め方について、

意見交換を行った。
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(2) 出席者 ２人

11 第７回委員会（令和７（2025）年７月２９日）

  (1) 内 容

ア まちづくり委員会 活動報告書（素案）について

イ まちづくり委員会の今後の進め方について

⇒ 第１回から第６回までの当委員会での発言内容を取りまとめた活動報告書

（素案）について、事務局から説明がなされた後、最終報告書作成に向け、

各委員から積極的な発言がなされた。

(2) 出席者 １４人

12 第８回委員会（令和７（2025）年９月１７日）

  (1) 内 容

ア まちづくり委員会 活動報告書（案）について

イ 意見交換

⇒ 第７回委員会での発言内容を踏まえた活動報告書（案）について、事務局か

ら説明がなされた後、最終報告書作成に向け各委員から積極的な発言がなされ

た。その後、発言を踏まえ修正した内容については、正副委員長一任により最

終報告書として取りまとめることで承認された。

(2) 出席者 １２人
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Ⅱ まちづくり委員会におけるこれまでの意見等

  １  中心市街地活性化について

(1) まちづくり計画をすすめるなかで、中心市街地に文化的な施設(博物館、美術館

等)をおくことを真剣に検討して欲しい。

(2)  最近、中心市街地には続々と新しいマンションが建設されているが、一方で、日

用品の買い物ができる店が少ないという住民の声をよく耳にする。行政には、日用

品の買い回りができる店を中心市街地に誘導するような取り組みを検討して欲し

い。

   

(3) 街中で、ビジネスマンが仕事帰りに気軽に勉強できる場所をつくってほしい。

(4) 中心市街地への文化的施設の誘導やＬＲＴ周辺の再開発等については、栃木県

と調整しながら推し進めていただきたい。また、栃木県庁前から下野新聞社前周辺

は、交差点の拡幅も必要だと思うので、今後のＬＲＴ西側延伸を見据えて、市とし

て開発誘導を進めていただきたい。

(5) さらに商店街と行政が連携を図りながらまちづくりを進めて欲しい。

(6) 将来的に店舗の建て替え等を検討した際に、予め区画内での情報共有ができて

いれば、まちづくりを進めていくうえでどういった建物が良いのか等イメージがし

やすい。

(7) 宇都宮城址公園は名城ではあるが、本来の宇都宮城を感じられる面影がなく、観

光資源として非常にもったいないと感じる。財政的な課題もあるとは思うが、昔の

姿を復元できるところは復元し、宇都宮城址公園が観光地として成り立つようにし

てほしい。

２ オリオン通りについて

(1)  商店街に出店している店舗のうち、組合に加入しない店舗が多くあるのは問題で

あり、商店街の事業運営が不安定化していることにも繋がっていると感じる。

(2) コロナ前は空き店舗が増加していることが問題となっていたが、現在は飲食店が

大幅に増加し、業種のバランスや治安問題など新たな問題が出てきている。今一度、

商店街をはじめ、行政、市民等が一体となって「オリオン通りのあるべき姿」を共

有する必要がある。

３ ＪＲ宇都宮駅周辺の再開発について

(1) ＪＲ宇都宮駅西口に小売店が増えれば、学ぶ人々だけでなく、住民にとってもより

暮らしやすいまちになるのではないかと思うので、今後の行政の取り組みに期待した

い。
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４ 回遊性について

(1) 駅東と駅西をＬＲＴでつなぐことについては、現在、駅で下車し、人々を回遊させ

る仕組みが構築されている中で、新たに迂回ルートを構築し、ＬＲＴで人を運ぶ必要

はあるのか。下車させることで、必然的に歩いて回遊せざるを得ない状況となり、結

果として駅周辺の賑わいの創出につながるのではないかと思う。

(2)   ＪＲ宇都宮駅東口の開発により、お客様が電化製品の購入を検討される際、駅東

口周辺のウツノミヤテラス内「コジマ×ビックカメラ」やトナリエ宇都宮内「ヨドバ

シカメラ」などを比較して回るため、東西を行き来する機会の創出にもつながってい

ると感じる。

(3)   学生の中には、交通手段がなくこれまで行くことのできなかった店舗や飲食店に

ＬＲＴを利用して遊びに行き、レジャーを楽しんでいる人もいる。また、夜の時間帯

においては、新たな交通手段ができたことで、駅周辺で酒を楽しみ、ＬＲＴを利用し

て帰宅する乗客も多い印象を受ける。

５ まちづくりについて

(1)  現在、地域に求められているのは何なのかを改めて把握し、宇都宮市が推し進めて

いる「ウォーカブルなまちづくり」との整合性をはかりながらまちづくりを行ってい

く必要がある。

(2) 宇都宮市は「ウォーカブルなまちづくり」などを推し進めているが、行政には、街

中に文化的施設(美術館など)をつくる等、「歩いて愉しいまちづくり」に率先して取

り組んでほしい。
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Ⅲ まとめ －提案・要望－

  当委員会は、令和４（2022）年度から８回にわたり委員会を開催し、「ライトライン西

側延伸を見据えたセンターコア（東武宇都宮駅、オリオン通り、二荒山神社周辺の中央都

市核）のあり方について」をテーマに掲げ、調査・研究を進めてまいりました。

  ライトラインについては、令和５年８月２６日に芳賀・宇都宮間が先行開業しました。

開業から７２５日目の令和７年８月１９日に、利用者数累計が早くも１,０００万人に到

達し、想定より約６カ月早いペースでの到達となりました。こうした地方都市における新

しい公共交通システムの整備は、外出頻度の増加や沿線人口の増加、地価の上昇等、市民

生活の変容をはじめ地域経済への波及など、既に様々な効果が現われ始めています。

また、ＪＲ宇都宮駅東側の活況を目の当たりにし、ＪＲ宇都宮駅西口再整備やＪＲ宇都

宮駅西口南地区・大通り南地区の市街地再開発事業、高層マンション・ホテルの新設、パ

ルコ跡へのゼビオ㈱本社の移転等の現在進行中の各事業は、いずれもライトライン西側延

伸を見据えたものであり、今後は官民一体となった中心市街地の持続可能なまちづくりが

極めて重要になると考えられます。

  つきましては、宇都宮市に対して、ライトラインのＪＲ宇都宮駅西側延伸の着実な実行

を強く求めるとともに、以下の提案・要望項目について、商工会議所が行政や関係機関と

連携を密にしながら、人々が歩きたくなるような居心地の良い空間を創り出すことで、都

市の魅力を高め、地域活性化や健康増進、交流促進に繋がる「歩いて愉しい街 宇都宮」

の実現に向けて知恵を絞り、積極的に行動することを期待します。

１ ライトラインのＪＲ宇都宮駅西側延伸の着実かつ早期実行

     以下の項目について市に働きかけを行っていただきたい。

  (1) 民間投資を呼び込むため、具体的な延伸時期を含めた市民への丁寧な説明

  (2) 検討区間となっている大谷観光地付近までの延伸の実現  

  (3) 東武宇都宮線への乗り入れの検討・実現   

    (4) 迂回道路の確保等工事期間中の交通環境整備と地下埋設物の計画的かつ安全な

移設等

    (5) 工事費の積算の見直し（物価、人件費の適正な反映）

２  ライトラインのＪＲ宇都宮駅西側延伸に伴う再開発のさらなる促進

  以下の項目について、行政や民間事業者等に働きかけを行っていただきたい。

(1) 文化施設の誘致促進

ア 県体育館跡地に県立の美術館・図書館・文書館が移転予定であることから、桜

通り十文字トランジットセンターを起点とした交通利便性の向上

(2) 民間施設の誘致促進

ア 社会人等が帰りに気軽に学ぶことができる施設（資格や趣味など）の誘致

イ 魅力ある小売店舗の誘致（顧客体験に力を入れた店舗やカフェなど）

ウ 若い子育て世代が集える施設の誘致や子供が学べる体験型施設の誘致

エ エンターテイメント性の高いイベント等の誘致（スポーツ観戦、芸術、歴史等

の学びなど）
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  (3) 各種整備

ア 県庁前通り（栃木県庁前から下野新聞社前）周辺の交差点の拡幅の検討

イ 宇都宮城の復元及び観光資源としての積極的活用

ウ 城下町の面影が残る街並みや景観イメージの共有

   エ 八幡山公園通りの整備（ウォーカブルな空間づくり）

３  中心市街地活性化の推進

     以下の項目について、市に働きかけを行っていただきたい。

  (1) 街なかで人が滞留できる寛ぎ空間（プレイスメイキング）の整備

  (2) 中心商店街と連携したまちづくりの推進

  (3) 本市が推進している「自転車のまち」と「ウォーカブルなまちづくり」の両方が

共存できる環境の整備

  (4) 夜間でも治安よく安全・安心に楽しめる中心市街地への支援

  (5) 若者が出店しやすくなるような支援（出店補助、制度融資、融資金利の引き下げ、

   商店街との連携促進など）

  (6)  インバウンドを取り込むため、日光など周辺の観光地との広域連携の強化

４  大通りのセミトランジットモール化の検討

ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側延伸が検討されていることから、歩行者と車の共存が

図れるよう以下の項目について、市や関係機関等とともに、調査研究を進めていただ

きたい。

(1) 中心市街地の交通設計における周辺地域への影響を考慮

(2) 社会実験の実施

５  今後のまちづくりに係る評価指標の設定

    ５年後１０年後に向けて「歩いて愉しいまち」を着実に実現するため、中心市街

地の変化や進化を示す指標の設定について検討していただきたい。

評価については、定量・定性評価を組み合わせて分かりやすい評価とするととも

に、行政や関係者等と継続的に共有し、さらなる地域活性化や「宇都宮プライド」

の醸成に役立てていただきたい。
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Ⅳ 参考資料

１ (仮称)都心部まちづくりプラン中間取りまとめについて（令和５年３月２２日公表）

宇都宮市都市整備部 ＮＣＣ推進課 都市拠点グループ提供資料

（令和５(2023)年７月３日 当商工会議所２階 大会議室に於いて）

  (1)  プランの特徴１：本市が目指す「人中心のウォーカブルなまちの姿」を明示

   ア まちづくりの視点①：街路空間に使い方（移動や滞在）

【官民が目標とする空間の目指す状態】

都心部エリアにおいて、限りある街路空間が、徒歩、自転車、自動車、公

共交通等、多様な交通が移動に使う空間と人が歩いて楽しむ空間とにかしこ

く使い分け、安全で居心地が良く，歩きたくなる空間となっている。

                      

     【望ましい状態】

       生活に身近な道路や商店街などのにぎわいの軸となる道路に，通過するだ

けの自動車が入らない。等

出典:｢ストリートデザインガイドライン(20)｣(国土交通省)

    イ まちづくりの視点②：街路空間のデザイン（居心地が良く歩きたくなる空間）

【官民が目標とする空間の目指す状態】

歩きやすい、歩きたくなる街路空間の形成により、街なかで良好な地域コミ

ュニティが形成されるとともに、公共交通を積極的に利用しながら健康的に歩

いて暮らせるライフスタイルが実践できている。

【望ましい状態】

     ゆとりある，緑あふれる宇都宮らしい景観など，居心地が良く歩きたくなる

街路空間の中で，多くの市民や来街者が，歩いてまちの魅力やにぎわいに触れ

ている。等

道路が持つ特性や役割のイメージ

「多様な交通が移動に使う空間」 「人が歩いて楽しむ空間」
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東京都丸の内仲通り（出典：国土交通省資料）

ウ まちづくりの視点③：都市機能（住む、働く、学ぶ、遊ぶ）

【官民が目標とする空間の目指す状態】

都心部エリアは、住む人・働く人・学ぶ人など、多様な人々が過ごす空間であ

ることから、公共交通の基軸となるLRTが導入される大通りを中心に、人々のニ

ーズに応える都市機能を充実させていくことで、なかを使いやすく、安心して便

利に、更に経済活動が活性化した状態となっている。

【望ましい状態】

     働く人、住む人、学ぶ人などの日常生活のニーズに応える買い物や食事、医

療などの施設が、交通結節点など交通の利便性が高い場所に充実している。等

（多様性のある一体的空間の形成）

⇒沿線に訪れる人々の多様なニーズ（買い物、食事、仕事、医療、娯楽など）

に応えるまちの機能を充実

⇒居心地が良く快適な歩行空間形成などにより、人の回遊やにぎわいを波及さ

せ、都心部エリア全体の魅力と価値を向上

エ まちづくりの視点④：交通機能（駐車・駐輪，荷さばき，端末交通など）

【官民が目標とする空間の目指す状態】

・路外駐車場の量や配置について、多様な交通が移動に使う空間と人が歩いて楽

しむ空間など街路空間の使い方を踏まえながら、適切に配置することで、限り

ある道路や民地（土地・建物）などを有効に活用できている。

・モノの移動も活発な都心部では、経済活動を支える路上での荷さばきが効率的

に行えている。

・ＬＲＴを基軸とした公共交通や自転車、シェアサイクルなどの新たな交通手段

を充実させるとともに、結節機能を強化することで、公共交通を中心に多様な

交通が連携し、人の移動を支えている。
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【望ましい状態】

     街路空間の使い方に合わせて，街なかに来街する自動車が円滑に走行している

とともに，街なかの空間が有効に活用されている。等

駐車場の現状と望ましい状態のイメージ  

出典：国土交通省資料 「なごや交通まちづくりプラン」（名古屋市）より

(2) プランの特徴２：街路ごとに将来的な使い方の方向性を明示

(3) プランの特徴３：民間の取組を促進するための取組方針や試作展開の考え方など

を明示

２ オリオン通りの現状と課題について

説明者 オリオン通り曲師町商業協同組合  理事長 長谷川 正氏の発言要旨

宇都宮オリオン通り商店街振興組合 理事長 長島 俊夫氏の発言要旨

（令和５(2023)年１０月２０日 当商工会議所２階 大会議室に於いて）

(1) オリン通り曲師町商業協同組合の現状と課題

ア オリオン通り曲師町商業協同組合では、現在、商店街に加盟している組合員は

６１店舗で、そのうち物販は約１０店舗のみ。それ以外は飲食関係の店舗となって

いる。

   イ オリオン通りは近年歓楽街化しており、毎日警察が出動している状況である。当

組合では防犯カメラを９台設置しており、月に２回程度、警察に防犯カメラの情報

を提供している。その効果もあり、商店街における犯罪検挙率は約８０％となって

いる。

  ウ 最近では、宇都宮商工会議所・宇都宮市・宇都宮中央警察署・栃木県警本部とと

もに商店街の治安維持にかかる取り組みを行っている。

  エ 約３年前(2020 年)から、年２回の頻度でＬＲＴの西側延伸にかかる勉強会を行

っている。       

(2) 宇都宮オリオン通り商店街振興組合の現状と課題

ア 現在の商店街の店舗数は７８店舗で、うち組合員は６５店舗、空き店舗は５

店舗である。
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イ 宇都宮まちづくり推進機構が主催しているオープンカフェ事業は、平成２９年

(2017 年)から始まり、今年で６年目になる。オープンカフェ事業開始時は空き店舗

も多かったが、それ以降は、家賃の安さ等も起因して飲食店を中心に空き店舗利用

事業者が増えてきた。

    ウ 空き店舗が減少したことにより商店街は活性化したが、大幅に飲食店が増えたこ

とで商店街の業種構成のバランスが崩れてきている。

  エ 曲師町同様、治安面を含め、様々な問題が発生する度に宇都宮商工会議所や宇都

宮市、警察等と協力して問題解決のために奔走しているが、なかなか解決には至ら

ない。

     オ 現在、当組合が単独で行っているイベントは、オリオンバザールとお化け屋敷で

ある。オリオンバザールは平成９年(1997 年)から始まり、今年で２６年目になる。

他にもオリオン通り曲師町商業協同組合と共催でオリオン七夕まつり等も行って

いる。

  カ 目下の課題は、商店街役員の平均年齢が高くなっていることである。

(3) オリオン通りを見学し、実情を把握

３ ＬＲＴ西側延伸を見据えた中心市街地に今必要なことについて

㈱ＭＵＧＥＮ（Ｐatisserie Infini） 代表取締役 久保 真也氏の講話要旨

（令和５(2023)年３月２７日 当商工会議所２階 大会議室に於いて）

(1) 宇都宮の中心市街地について

ア 宇都宮に若者が移住していないのは、宇都宮という街がやや特殊であること。

（ＪＲ宇都宮駅と東武宇都宮駅という２つの駅が離れている、中心地がどこなの

か分かりづらい等）

イ 中心市街地に魅力が感じられないこと。

（街なかに新しいお店が少ない、ウィンドウショッピングするだけでも楽しめる

ような街ではない）

(2) 他県との比較について

宇都宮は子供のための体験施設や学習塾等が少なく、子育てをする環境が整って

いない。

(3) ＬＲＴ西側延伸を見据えた中心市街地に今必要なこと等について

ア 街づくりは、いわば街を育てるということであり、人材育成以上に大変なこと

だと思う。ぜひ、私たちのようなプレイヤーが活躍できる場を作ってほしい。
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イ ＬＲＴの西側延伸については、軌道（レール）ができてから街を活性化させる

のではなく、街が賑わっているところに軌道ができる状態でなければ街づくりは

上手くいかない。

ウ 中心市街地をどのように活性化させていけば良いのか、一人ひとりが考えるこ

とが大切だと思う。

(4)  要望事項について

ア オリオン通りをより良くするために、若者が挑戦しやすい制度を整えてほしい。

イ  街中での出店を希望する若者を対象に中心市街地の家賃を下げるもしくは行政

機関等の家賃補助金制度の拡充・銀行の融資金利を下げる等、お金のない若者で

も中心市街地に出店できるような仕組みをつくってほしい。

ウ メインストリートにどれだけ店を集められるかで賑わいや街の印象が変わるの

ではないか。

４ ライトライン西側延伸の進捗状況について
宇都宮市建設部 ＬＲＴ整備課／都市整備部 市街地整備課 協働広報室提供資料

（令和６(2024)年７月２日 当商工会議所２階 大会議室に於いて）

(1) ライトライン西側整備の概要について

スケジュール
２０２５年度 軌道事業の特許申請

２０３０年 開業（予定）

営業キロ 約５キロメートル（複線）

事業方式

公設型上下分離方式

営業主体（上）  宇都宮ライトレール株式会社

整備主体（下） 宇都宮市

停留場数 １２カ所 （１００パーセントバリアフリー）

ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄｾﾝﾀｰ ３カ所（想定）

導入車両 低床式車両 １７ 編成（車両長 ２９．５２０ m）

車両定員 １６０人 （座席 ５０ 席）

概算事業費 ７００億円程度と類推（２０２５年５月に発表）
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(2) ＪＲ宇都宮駅の横断について

   ＪＲ宇都宮駅交差区間については、運行の安全性や運行計画の柔軟性、停留場から

駅周辺のアクセス性、さらには、鉄道施設への影響を考慮した経済性などの視点を踏

まえ、ライトラインの軌道（レール）を高架化し、駅ビル北側の新幹線高架（駅舎３

階部分）と在来線（駅舎１階部分）の間（駅舎２階部分）を横断する。

(宇都宮市公式 Web サイトから引用)

(3) 西側大通りの整備について（宇都宮市市議会議員協議会資料より引用）

  宇都宮市では、２０３０年開業を目指して、２０２５年内に「軌道運送高度化実施

計画」を策定し、軌道事業の特許取得後及び都市計画決定後、速やかに事業に着手す

る予定である。

図：停留場の形式
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図：バス停留所付近の停車帯のイメージ

  ア 宇都宮駅東口停留場～裁判所前

      (ｱ) 車線数については、ライトライン導入や歩行空間の充実等を図ることを考慮し

て、「片側１車線」とする。  

  (ｲ) 円滑な自動車交通を確保するため、全ての交差点に右折レーンを設置する。

  (ｳ) バス乗降等に伴い、交通への影響が生じないよう、本線とは別に停車帯を確

    保する。

   (ｴ) 停留場形式については、ＪＲ宇都宮駅西口停留場を除き、ホーム上の滞留空

    間を広く確保できる「島式停留場」を検討

イ 裁判所前～教育会館前

   (ｱ) 車線数については、円滑な自動車交通を確保するため、「片側２車線」と

し、全ての交差点に右折レースを設置。

(ｲ) 交通量が集中する内環状以西には、自転車道を確保する。

   (ｳ) 停留場形式については、端部などの特徴のある箇所を除いては「相対式停留

場」を検討

(4) ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の将来イメージ図について

ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区においては、県都の玄関口にふさわしい風格と本市

ならではの魅力あふれる空間を創出するため「（仮称）ＪＲ宇都宮駅西口周辺地

区整備基本計画策定懇談会」などにおいて、将来像の共有を図り、丁寧に意見交

換を重ねながら官民一体となったまちづくりを、より一層推進していくため、将

来像を可視化した「イメージ図」を作成されました。
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ア 駅舎上空から駅前広場の鳥瞰パース

(宇都宮市公式ＷＥＢサイトから引用)

  イ ２階 東西自由通路出入口付近より北方向（アイレベル）

（宇都宮市公式ＷＥＢサイトから引用）
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ウ １階 田川から駅舎方向（アイレベル）

（宇都宮市公式ＷＥＢサイトから引用）

５ 他都市の事例(群馬県前橋市の市街地整備事業)について

（一社）前橋デザインコミッション

      事務局長・企画局長 日下田 伸 氏の説明要旨

       （令和６(2024)年１０月３０日 当商工会議所２階大会議室に於いて）

(1) （一社）前橋デザインコミッションが行った市街地整備事業の実情について

  ア （一社）前橋デザインコミッションでは、「まちづかい」を市民自らが描きエリ

アマネジメントを実践することと、公共空間の中長期管理者としての行政との

    連携をふくめた、まちのいとなみ全体をアーバンデザインとして捉え推進して

    いる。

イ アーバンデザイン・プロジェクトの対象となった馬場川通りは、前橋市の中心市

街地に位置する憩いの空間で、前橋中央通りアーケード街の坂下から県道赤城線ま

でを車道、植栽、歩道、水路の４つが並列に配置されている。

  ウ ２０２１年から「馬場川通りアーバンデザイン・プロジェクト」に着手

するにあたり、この場所は、ホテル街があり、年越し派遣村避難所）を行

っていた跡地で、近隣には墓地があった。ここを池袋が元から持っている

ポテンシャル（東京芸術劇場やサンシャイン池袋などの施設）と合わせ、

素敵な空間に変え、街の魅力化に成功した「南池袋公園」を参考に行きた

くなる寛ぎ空間の創造を目指した。

  エ 本プロジェクトは、「前橋市アーバンデザイン」を可視化するために公共空間

（市道・遊歩道公園）である馬場川通りを民間資金・民間事業としてリニュー

アルするもの。市民参加の準備委員会や社会実験、 関係者との意見交換、事例
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視察を積み重ね、専門家や行政の力も借りながら官民連携で計画を練り上げてき

た。

   オ 本プロジェクトの工事が２０２４年２月に完了し、レンガ敷の空間や川沿

い 200 メートルにデッキとベンチが設置され、水と緑に囲まれた中でリラッ

クスできる憩いの場を設けた。

出典：前橋デザインコミッションホームページから画像引用

  カ 本プロジェクトの工事【ハード】部分は、地元関係者による太陽の会からの寄

付金を主な財源にして、民間の寄付金と国の補助により共同設立された前橋市ア

ーバンデザインファンドの助成金を活用。設計計画や「まちづかい」のための社

社会実験等の【ソフト】部分は、機関投資家（第一生命）資金による前橋市ソー

シャルインパクトボン（SIB）事業や国交省補助金も活用した。コンセプトは「つ

ながりながら成長する拠点づくり」

※行政が行う社会的課題を解決するための事業に民間資金や民間事業者を活用し、その成果

に応じて行政が報酬を支払う仕組み。

(2) 宇都宮市中心市街地のまちづくりについて

ア  ＮＣＣのコアである中心市街地では、飲食店が増加し物販販売が減少するなど

商業のアンバランスといった課題を抱えている。

イ  中心市街地の交通設計の大規模外科手術の効果を最適化するためにも周到な準

備が必要である。

ウ 一般鉄道とは異なるＬＲＴというヒューマンスケールのモビリティシステムを生

かすために、ウォーカブルなまちづくりは重要な方向性である。ただし、ウォーカ

ブルの本質である「居心地がよく歩きたくなるまちなか」の実現は交通設計だけで

はない「魅力づくり」が必要である。

エ 八幡山公園が２０２７年で１００周年を迎えるのに併せて、八幡山公園通りを一

方通行にして、車線を細く、歩道を広くしてテーブルやベンチを配して、広場と違

う滞在空間化を演出することで、中心市街地からウォーカブルな空間にしていく。

オ 都市空間の価値を高めるうえで大切なものは都市公園であり、公園まで距離があ

ることで、その道にたくさんの店舗が立地でき、街としての魅力化につながる。

   カ   ＬＲＴの西側延伸が完成し、本町の交差点付近に停留所ができると八幡山公園ま

では７００ｍと都心の公園と同じスケール感になり、徒歩圏内になる。現在、大通

りの北側に行く目的が弱いといったところを、八幡山公園を起爆剤にしながら新し

い人の循環を作っていくことが必要だと考える。



- 20 -

キ 栃木会館跡地緑地広場（暫定利用）を中継的空間とする。緑の美しさ、寝そべ

る滞在性を重視し、イベント広場ではなく基本的な寛ぎ空間が必要である。イベ

ントは県文化センター前、県庁前、駐車場等を活用し、魅力的なカフェやトイレ

を整備して、エリア管理機能と収益機能とする。

   



６ 第３期宇都宮市中心市街地活性化基本計画の進捗状況等について（概要版）
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しており，新型コロナウイルス感染症の影響よる飲食業の減少が主

な要因と考えられる。
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歩行者・自転車通行量（JR 宇都宮駅東西自由通路・二荒山神社

前・オリオンスクエア前）

施策４＜居住＞ 安心で快適な住環境の創出

⇒ 中心市街地の居住人口は，マンション供給などにより，社会増

が見られたが，高齢化率の高い中心市街地における自然減によ

り，減少傾向にある。

施策５＜仕組み＞ 様々なまちづくりの取組を促進する仕組みの強化

施策５については，目標指標にしていた商店街などにタウンマネージ

ャーを派遣し，関係団体間の相互連携や組織強化等を目的とした事業が

新型コロナウイルス感染症の影響により実施困難となったことから，目

標指標による評価は実施しないとしているが，様々なまちづくりの取組

を促進する仕組みの強化として，まちづくりの中核を担う法人を市町村

が指定する「都市再生推進法人」を２団体（「宇都宮まちづくり推進機

構」及び「釜川から育む会」）指定し，まちづくりにおける民間団体の

更なる参画促進に向けた体制強化を図った。

２ 今後の中心市街地活性化に向けた取組の方向性

・ 令和４年１１月のＪＲ宇都宮駅東口地区のまちびらきや令和５年８月のライトライン開業などの大規模整備事業による様々な整備効果を中心市街地の活性化につなげていく。

・ ２０３０年代前半のライトラインのＪＲ宇都宮駅西側での開業を目指している中，「都心部まちづくりビジョン」に掲げた，人中心の居心地の良いウォーカブルなまちづくりの実現に向け，地元住民をはじめ，ＮＰＯ法人，

企業等の活動団体のまちづくりへの参画促進や，沿線の魅力ある空間と統一的な街並みの形成に向けたまちづくりに貢献する民間開発の誘導など，「都心部まちづくりプラン」に基づく多様な施策・事業を展開していく。

１ 各施策の目標指標等の状況等について
令和６年度宇都宮中心市街地活性化協議会定期総会の一部資料（令和６年７月２４日 宇都宮商工会議所大会議室に於いて）
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